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第1節　地球温暖化問題の現状

1　問題の概要

近年、人間活動の拡大に伴って二酸化炭素（CO2）、メタン等の温
室効果ガスが大量に大気中に排出されることで、地球が温暖化してい
ます。特にCO2は、化石燃料の燃焼等によって膨大な量が人為的に
排出されています。我が国が排出する温室効果ガスのうち、CO2の
排出が全体の排出量の約93％を占めています（図1-1-1）。

2　地球温暖化の現況と今後の見通し

（1）気候変動に関する政府間パネルによる科学的知見
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は、2014年に取りまとめた第5次評価報告書統合報告書にお

いて、以下の内容を公表しました。斜体で示した可能性及び確信度の表現は、表1-1-2及び表1-1-3のとお
りです。
○観測された変化及びその原因

・気候システムの温暖化については疑う余地がない。
・人為起源の温室効果ガスの排出が20世紀半ば以降に観測された温暖化の支配的な原因であった可能性

が極めて高い。
・ここ数十年、気候変動は、全ての大陸と海洋にわたり、自然及び人間システムに影響を与えている。

○将来の気候変動、リスク及び影響
・温室効果ガスの継続的な排出は、更なる温暖化と気候システムの全ての要素に長期にわたる変化をもた

らし、それにより、人々や生態系にとって深刻で広範囲にわたる不可逆的な影響を生じる可能性が高ま
る。

・21世紀終盤及びその後の世界平均の地表面の
温暖化の大部分は二酸化炭素の累積排出量に
よって決められる（表1-1-1）。

・地上気温は、評価された全ての排出シナリオに
おいて21世紀にわたって上昇すると予測され
る（図1-1-2、図1-1-3）。

図1-1-1　 日本が排出する温室効果ガ
スの内訳（2015年単年度）

資料：環境省
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表1-1-1　 人為的な温暖化を2℃未満（注1）に抑える確率
と累積二酸化炭素排出量の関係

人為的な温暖化を2℃
未満に抑える確率

（注1）

累積二酸化炭素排出量［ギガトンC］
二酸化炭素以外の温室効果
ガスを考慮しない場合

二酸化炭素以外も
考慮した場合（注2）

33％超 0〜1,570 0〜900
50％超 0〜1,210 0〜820
66％超 0〜1,000 0〜790

注1：1861～1880年の平均から2℃未満
　 2：二酸化炭素以外の強制力をRCP2.6と同等と仮定
資料： IPCC「第5次評価報告書第1作業部会報告書政策決定者向け要約」（気象

庁訳）より環境省作成
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・多くの地域で、熱波がより頻繁に発生し、また、より長く続き、極端な降水がより強くまたより頻繁と
なる可能性が非常に高い。

・海洋では、温暖化と酸性化、世界平均海面水位の上昇が続くだろう。
・気候変動の多くの特徴及び関連する影響は、たとえ温室効果ガスの人為的な排出が停止したとしても、

何世紀にもわたって持続するだろう。
○適応、緩和、持続可能な開発に向けた将来経路

・適応及び緩和は、気候変動のリスクを低減し管理するための相互補完的な戦略である。
・現行を上回る追加的な緩和努力がないと、たとえ適応があったとしても、21世紀末までの温暖化が、

深刻で広範にわたる不可逆的な影響を世界全体にもたらすリスクは、高いレベルから非常に高い水準に
達するだろう（確信度が高い）。

・産業革命以前と比べて温暖化を2℃未満に抑制する可能性が高い緩和経路は複数ある。これらの経路の
場合には、CO2及びその他の長寿命温室効果ガスについて、今後数十年間にわたり大幅に排出を削減
し、21世紀末までに排出をほぼゼロにすることを要するであろう。

○適応及び緩和
適応や緩和の効果的な実施は、全ての規模での政策と協力次第であり、他の社会的目標に適応や緩和がリ
ンクされた統合的対応を通じて強化され得る。

図1-1-2　世界平均地上気温※の変化

※ ：1986～2005年平均からの変化
資料：IPCC「第5次評価報告書統合報告書政策決定者要約」より環境省作成
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図1-1-3　平均地上気温変化分布※の変化

※ ：1986～2005年平均と2081～2100年平均の差
資料：IPCC「第5次評価報告書統合報告書政策決定者要約」より環境省作成
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表1-1-3　第5次評価報告書における確信度の表現について
＜確信度の表現＞

見解一致度は高い
証拠は限定的

見
解
の
一
致
度

証拠（種類、量、質、整合性）

見解一致度は高い
証拠は中程度

見解一致度は高い
証拠は確実

高

低
確信度
の尺度

見解一致度は
中程度

証拠は限定的

見解一致度は
中程度

証拠は中程度

見解一致度は
中程度
証拠は確実

見解一致度は低い
証拠は限定的

見解一致度は低い
証拠は中程度

見解一致度は低い
証拠は確実

注1：「確信度」とは、モデル、解析あるいはある意見の正しさに関する不確実
性の程度を表す用語であり、証拠（例えばメカニズムの理解、理論、データ、
モデル、専門家の判断）の種類や量、品質及び整合性と、特定の知見に関
する文献間の競合の程度等に基づく見解の一致度に基づいて定性的に表現
される

　2：確信度の尺度の高い方から、「非常に高い」、「高い」、「中程度の」、「低い」、
「非常に低い」の5段階の表現を用いる

資料： IPCC「第5次評価報告書第2作業部会報告書技術要約」より環境省作成

表1-1-2　 第5次評価報告書における可能性の表現について
＜可能性の表現＞

用語 発生する可能性

ほぼ確実 99％〜100％

可能性が極めて高い 95％〜100％

可能性が非常に高い 90％〜100％

可能性が高い 66％〜100％

どちらかと言えば可能性が高い 50％〜100％

どちらも同程度 33％〜66％

可能性が低い 0％〜33％

可能性が非常に低い 0％〜10％

可能性が極めて低い 0％〜5％

ほぼあり得ない 0％〜1％

注： 「可能性」とは、はっきり定義できる事象が起こった、あるいは将来起こる
ことについての確率的評価である

資料： IPCC「第5次評価報告書第2作業部会報告書技術要約」より環境省作成

（2）我が国における科学的知見
気候変動が我が国に与える影響については、2015年3月に中央環境審議会により「日本における気候変

動による影響の評価に関する報告と課題について」が環境大臣に意見具申されました。
当該意見具申において、我が国の気候の現状として、1898年から2013年において、年平均気温が100

年当たり1.14℃上昇していることが示されています。
20世紀末と比較した、21世紀末の年平均気温の将来予測については、気温上昇の程度をかなり低くする

ために必要となる温暖化対策を講じた場合には日本全国で平均1.1℃上昇し、また温室効果ガスの排出量が
非常に多い場合には、日本全国で平均4.4℃上昇するとの予測が示されています。

気候変動の影響については、気温や水温の上昇、降水日数の減少等に伴い、農作物の収量の変化や品質
の低下、漁獲量の変化、動植物の分布域の変化やサンゴの白化、桜の開花の早期化等が、現時点において
既に現れていることとして示されています。また、将来は、農作物の品質の一層の低下、多くの種の絶滅、
渇水の深刻化、水害・土砂災害を起こし得る大雨の増加、高潮・高波リスクの増大、夏季の熱波の頻度の
増加等のおそれがあると示されています。

3　日本の温室効果ガスの排出状況

2015年度の温室効果ガス総排出量は、約13億
2,500万トンCO2 でした。前年度（2014年度）
/2013年度の総排出量（13億6,400万トンCO2／
14億900万トンCO2）と比べると、電力消費量の
減少（省エネ、冷夏・暖冬等）や電力の排出原単位
の改善（再生可能エネルギーの導入拡大や原発の再
稼働等）に伴う電力由来のCO2排出量の減少によ
り、エネルギー起源のCO2排出量が減少したこと
などから、前年度比2.9％、2013年度比6.0％減少
し ま し た。 ま た、2005年 度 の 総 排 出 量（13億 
9,900万トンCO2）と比べると5.3％減少しました

（図1-1-4）。

図1-1-4　日本の温室効果ガス排出量
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量は変更され得る

資料：環境省
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温室効果ガスごとに見ると、2015年度のCO2排
出量は12億2,700万トンCO2（2005年度比6.4％
減少）でした。その内訳を部門別に見ると産業部門
からの排出量は4億1,100万トンCO2（同10.0％減
少）でした。また、運輸部門からの排出量は2億
1,300万トンCO2（同11.0％減少）でした。業務
その他部門からの排出量は2億6,500万トンCO2

（同11.1％増加）でした。家庭部門からの排出量は
1億7,900万トンCO2（同0.2％減少）でした（図
1-1-5、図1-1-6）。

CO2以外の温室効果ガス排出量については、メタ
ン排出量は3,130万トンCO2（同14.5％減少）、一
酸化二窒素（N2O）排出量は2,080万トンCO2（同
16.1％減少）、ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）
排出量は3,920万トンCO2（同207％増加）、パー
フルオロカーボン類（PFCs）排出量は330万トンCO2（同61. 6％減少）、六ふっ化硫黄（SF6）排出量は
210万トンCO2（同58.0％減少）三ふっ化窒素（NF3）排出量は60万トンCO2（同61.2％減少）でした

（図1-1-7）。
また、2015年度の森林等吸収源によるCO2の吸収量は約5,880万トンCO2でした。

4　フロン等の現状

クロロフルオロカーボン（CFC）、ハイドロクロロフルオロカーボン（HCFC）、ハロン、臭化メチル等
の化学物質によって、オゾン層の破壊は今も続いています。オゾン層破壊の結果、地上に到達する有害な紫
外線（UV-B）が増加し、皮膚ガンや白内障等の健康被害の発生や、植物の生育の阻害等を引き起こす懸念

図1-1-7　 各種温室効果ガス 
（エネルギー起源二酸化炭素以外）の排出量

資料：環境省
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図1-1-5　二酸化炭素排出量の部門別内訳

注1：内側の円は各部門の直接の排出量の割合（下段カッコ内の数字）を、また、
外側の円は電気事業者の発電に伴う排出量及び熱供給事業者の熱発生に伴
う排出量を電力消費量及び熱消費量に応じて最終需要部門に配分した後の
割合（上段の数字）を、それぞれ示している

　2：統計誤差、四捨五入等のため、排出量割合の合計は必ずしも100％になら
ないことがある

資料：環境省
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図1-1-6　部門別エネルギー起源二酸化炭素排出量の推移

資料：環境省
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があります。また、オゾン層破壊物質の多くは強力な温室効果ガスでもあり、地球温暖化への影響も懸念さ
れます。

オゾン層破壊物質は、1989年以降、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書（以下「モ
ントリオール議定書」という。）及び特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律（昭和63年法律
第53号。以下「オゾン層保護法」という。）に基づき規制が行われています。その結果、代表的な物質の一
つであるCFC-12の北半球中緯度における大気中濃度は、我が国の観測では緩やかな減少の兆しが見られ
ます。一方、国際的にCFCからの代替が進むHCFC及びオゾン層を破壊しないものの温室効果の高いガス
であるHFCの大気中濃度は増加の傾向にあります。

オゾン全量は、1980年代から1990年代前半にかけて地球規模で大きく減少した後、現在も1970年代と
比較すると少ない状態が続いています。また、2016年の南極域上空のオゾンホールの最大面積は、南極大
陸の約1.6倍まで拡大しました（図1-1-8）。オゾン
ホールの規模は、年々変動による増減はあるもの
の、長期的な拡大傾向は見られなくなりましたが、
依然として大きい状態が続いています。モントリ
オール議定書科学評価パネルの「オゾン層破壊の科
学アセスメント：2014年」によると、南極域のオ
ゾン層が1980年以前の状態に戻るのは今世紀後半
と予測されています。

第2節　地球温暖化対策に係る国際的枠組みの下での取組

1　気候変動枠組条約に基づく取組

（1）気候変動枠組条約（1992年採択）及び京都議定書（1997年採択）
気候変動に関する国際連合枠組条約（以下「気候変動枠組条約」という。）は、地球温暖化防止のための

国際的な枠組みであり、究極的な目的として、温
室効果ガスの大気中濃度を自然の生態系や人類に
危険な悪影響を及ぼさない水準で安定化させるこ
とを掲げています。

この条約の下で1997年に京都で開催された気候
変動枠組条約第3回締約国会議（COP3。以下、締
約国会議を「COP」という。なお、本章における
COPは、気候変動枠組条約締約国会議を指す）で
採択された京都議定書は、先進国に対して法的拘
束力のある温室効果ガス削減の数値目標を設定し、
また柔軟性措置としての京都メカニズム等につい
て定めています。2008年から2012年までの第一
約束期間においては、日本は基準年（原則1990年）
に比べて6％、欧州連合（EU）加盟国全体では同
8％等の削減目標が課されました。これに対し、同
期間の日本の温室効果ガスの総排出量は5か年平均
で12億7,800万トンCO2であり、森林等吸収源や

図1-1-8　南極上空のオゾンホールの面積の推移

資料：気象庁「南極オゾンホールの年最大面積の経年変化」より環境省作成
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海外から調達した京都メカニズムクレジットを償却することで京都議定書の削減目標（基準年比6％減）を
達成しました。

2012年に行われた京都議定書第8回締約国会議（CMP8。以下、京都議定書締約国会議を「CMP」とい
う。）においては、2013年から2020年までの第二約束期間の各国の削減目標が新たに定められました。し
かし、近年の新興国の排出増加等により、京都議定書締約国のうち、第一約束期間で排出削減義務を負う国
の排出量は世界の4分の1にすぎないことなどから我が国は参加せず、全ての主要排出国が参加する新たな
枠組みの構築を目指して国際交渉が進められてきました（図1-2-1）。

（2）パリ協定の発効及び日本の締結
ア　パリ協定採択までの経緯

2011年のCOP17及びCMP7では、全ての国が参加する2020年以降の新たな枠組みを2015年までに
採択することとし、そのための交渉を行う場として「強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム
特別作業部会（ADP）」を新たに設置することに合意しました。

また、2013年のCOP19及びCMP9では、全ての国に対し、自国が決定する貢献案（INDC）のための
国内準備を開始しCOP21に十分先立ちINDCを示すことを招請することなどが決定されました。

さらに、2014年のCOP20及びCMP10では、INDCに含まれるべき情報について決定されました。ま
た、各国が提出したINDCを基に、気候変動枠組条約事務局が2015年11月1日までに総計した効果につ
いての統合報告書を作成することなどが決定されました。

そして、2015年11月30日から12月13日まで、フランス・パリにおいて、COP21及びCMP11が行
われ、全ての国が参加する2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みである「パリ
協定」が採択されました。パリ協定においては、世界共通の長期目標として、産業革命前からの地球の平均
気温上昇を2℃より十分下方に抑えるとともに、1.5℃に抑える努力を追求することなどが設定されました。
また、主要排出国を含む全ての国が削減目標を5年ごとに提出・更新することが義務づけられるとともに、
その目標は従前の目標からの前進を示すことが規定され、加えて、5年ごとに世界全体としての実施状況の
検討（グローバルストックテイク）を行うこと、各国が共通かつ柔軟な方法でその実施状況を報告し、レ
ビューを受けることなどが規定されました。その他、二国間クレジット制度（JCM）を含む市場メカニズ
ムの活用、森林等の吸収源の保全・強化の重要性、途上国の森林減少・劣化からの排出を抑制する取組の奨
励、適応の長期目標の設定及び各国の適応計画プロセスと行動の実施、先進国が引き続き資金を提供するこ
とと並んで途上国も自主的に資金を提供することなどが盛り込まれました。

パリ協定の採択を受けて、ADPは作業を終了し、パリ協定の実施に向けた検討を行うための新たな作業
部会である「パリ協定に関する特別作業部会（APA）」を設置することなども合意されました。

イ　パリ協定の発効
2016年4月22日にはパリ協定の署名式が米国・ニューヨークの国連本部で行われ、175の国と地域が署

名しました。これは、一つの国際条約に対する一日の署名国数としては、異例のものです。5月には我が国
でG7伊勢志摩サミットが開催され、同協定の年内発効という目標が首脳宣言に盛り込まれました。9月に
は米中両国が協定を同時締結したほか、国連主催のパリ協定早期発効促進イベントが開催されるなど、早期
発効に向けた国際社会の機運が大きく高まりました。そして10月5日には、締約国数55か国及びその排出
量が世界全体の55％との発効要件を満たし、COP22開催直前の11月4日、パリ協定が発効しました。な
お、我が国は11月8日に締結しました。

ウ　COP22におけるパリ協定実施に向けた交渉
2016年11月7日から11月18日まで、モロッコ・マラケシュにおいて、COP22及びCMP12が行われ

ました。また、11月4日にパリ協定が発効したことを受けて、15日から18日までパリ協定第1回締約国会



120 平成28年度 >> 第2部 >> 第1章　低炭素社会の構築

合（CMA1）が行われました。COP22は、パリ協定によって生み出された機運を更に高め、各国が連携し
て行動を取ることを示す重要な会議となりました。また、パリ協定を実効的に運用するために必要な実施指
針の策定について、議論を進展させることが主要な課題でした。我が国も、協定の締結・未締結にかかわら
ず全ての国が実施指針等の検討に参加する包摂性を確保すること、2018年までの指針等の策定に向けて速
やかに技術的な作業を進めることなどを主張するなど、議論に積極的に参加しました。その結果、パリ協定
の実施指針等に関するCMA1開催後の交渉の進め方については、引き続き全ての国が参加する形で行うこ
と、2017年5月に開催される次回会合までに行う具体的な作業を決定したほか、同年にCMA1を一度再開
し、作業の現状確認を行うこと、実施指針を2018年までに策定すること等が決定されました。

さらに、今回は「行動のCOP」という位置付けの下で、企業、自治体、市民社会等による行動を後押し
していくため、様々なイベントが開催されました。例えば、「グローバルな気候行動に関するハイレベルイ
ベント」では、更なる取組強化を目指し、「マラケシュ・パートナーシップ」の設立が発表されました。ま
た、温室効果ガスネットゼロで、気候変動に強靱かつ、持続可能な開発に向けた移行を目指す「2050年道
筋プラットフォーム」が新たに設立され、日本政府に加え、自治体、企業が参画しました。山本環境大臣か
らは、JCMや「アジア太平洋適応情報プラットフォーム」等、気候変動分野における日本の主な途上国支
援を取りまとめ、分かりやすく示した「日本の気候変動対策支援イニシアティブ」を発表しました。なお、
次回のCOP23ではフィジーが議長国となり、ドイツ・ボンで開催されることになりました。

2　モントリオール議定書に基づく取組

2016年10月10日から10月14日まで、ルワンダ・キガリにおいて、モントリオール議定書第28回締約
国会合（MOP28）が開催されました。このMOP28において、HFCの生産及び消費量の段階的削減を求
める議定書の改正が採択されました。

3　エネルギー効率向上に関する国際パートナーシップ（GSEP）

エネルギー効率向上に関する国際パートナーシップ（GSEP）は、クリーンエネルギー大臣会合及び国際
省エネルギー協力パートナーシップ（IPEEC）の下、最先端の省エネルギー・低炭素技術の発展・普及に
関する日米共同イニシアティブとして2010年に設立されました。日本が議長を務めるセクター別ワーキン
ググループ（WG）のうち、電力WGでは、2014年11月のG20ブリスベンサミットで合意された「省エ
ネ行動計画」のうち発電分野の活動推進のため、2015年5月にトルコにて高効率低排出（HELE）に資す
るクリーンコール技術についての知見の共有を図るワークショップを開催しました。また、2015年7月に
はトルコにてHELE発電技術促進に関するベストプラクティスの共有を図るワークショップを開催するとと
もに、石炭火力発電所における省エネ診断を実施しました。これらの成果は2015年10月のG20エネル
ギー大臣会合に報告され、活動の進捗が歓迎されました。鉄鋼WGでは、2016年2月に東京にて会合を開
催し、参加各国の官民によるエネルギー管理に関する知見について記載されたブックレットを作成・採択を
行い、併せて当該WGの活動終了を決定しました。

4　短寿命気候汚染物質に関する取組

ブラックカーボン等の短寿命気候汚染物質については、その削減が短期的な気候変動防止と大気汚染防止
の双方に効果があるとして国際的に注目されており、2012年2月に米国、スウェーデン等により立ち上げ
られた「短寿命気候汚染物質（SLCP）削減のための気候と大気浄化のコアリション（CCAC）」に、2012
年4月に我が国も参加を表明しました。2016年11月にはCOP22の場でCCAC閣僚級会合が開催され、
SLCP対策の重要性を再確認したマラケシュコミュニケが採択されました。
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5　開発途上国への支援の取組

途上国においては、大気汚染や水質汚濁等の深刻な環境汚染問題を抱えているため、地球温暖化対策と環
境汚染対策とを同時に実現することのできるコベネフィット・アプローチが有効です。我が国においては、
2007年12月の中国及びインドネシア両国の大臣との間で合意した内容に基づき、本アプローチに係る具
体的なプロジェクトの発掘・形成や共同研究等を進めてきました。2015年7月には日インドネシア間で、
2016年4月には日中間で、それぞれの協力の継続に係る文書に署名し、引き続き協力を実施しています。
また、アジア地域におけるコベネフィット・アプローチの推進・普及を目的とした「アジア・コベネフィッ
ト・パートナーシップ」の活動を支援するとともに、定期会合やウェブサイト（http://www.cobenefit.
org/）等を通じて、本アプローチの普及啓発に取り組みました。

途上国が“一
リープフロッグ

足飛び”に低炭素社会へ移行できるよう、JCMを通じて、都市間連携を活用し、日本の自
治体が持つ経験を基に、制度・ノウハウ等を含め優れた低炭素技術を途上国に大規模に展開するための支援
や、アジア開発銀行（ADB）等と連携したプロジェクトへの資金支援を実施しました。

加えて、気候変動による影響に脆
ぜい

弱である島嶼
しょ

国に対し、気候変動への適応・エネルギー・水・廃棄物分
野への対応に関する支援や、研究者によるネットワーク設立に向けた支援等、様々な環境問題を支援する取
組を行っています。

6　JCMの推進に関する取組

環境性能に優れた先進的な低炭素技術・製品の多くは、一般的に導入コストが高く、途上国への普及に困
難が伴うという課題があります。このため、途上国への優れた低炭素技術・製品・システム・サービス・イ
ンフラ等の普及や対策実施を通じ、実現した排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価するととも
に、我が国の削減目標の達成に活用するJCMを構築・実施してきました。こうした取組を通じ、途上国の
負担を下げながら、優れた低炭素技術の普及を促進しました。2017年1月末までに、モンゴル、バングラ
デシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カン
ボジア、メキシコ、サウジアラビア、チリ、ミャンマー、タイ、フィリピンの17か国とJCMを構築してい
ます。

これまでにクレジットの獲得を目指す93件の環境省JCM資金支援事業のほか、国立研究開発法人新エネ
ルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）による実証事業を実施しました。これらの事業のうち、3か国

（インドネシア、モンゴル、パラオ）における5件のJCMプロジェクトから合計で493 トンCO2のJCMク
レジットが発行されました。また、4か国（インドネシア、パラオ、モンゴル、ベトナム）で16件がJCM
プロジェクトとして登録され、11か国（インドネシア、ベトナム、モンゴル、タイ、パラオ、モルディブ、
ケニア、バングラデシュ、カンボジア、エチオピア、ラオス）で35件のJCM方法論が承認されました。

7　気候変動枠組条約の究極的な目標の達成に資する科学的知見の収集等

世界の政策決定者に対し、正確でバランスの取れた科学的情報を提供し、気候変動枠組条約の活動を支援
してきたIPCCは、2014年11月の第5次評価報告書の公表をもって第5次評価サイクルが完了したことを
受け、2015年より第6次評価サイクルを始動させました。我が国は、第6次評価報告書作成プロセスに向
けた議論への参画、資金の拠出、関連研究の実施など積極的な貢献を行いました。さらに、我が国の提案に
より地球環境戦略研究機関（IGES）に設置された、温室効果ガス排出・吸収量世界標準算定方式を定める
ためのインベントリ・タスクフォース（TFI）の技術支援ユニットの活動を支援し、各国の適切なインベン
トリ作成に貢献しています。第6次評価サイクルにおいても、我が国はTFIの共同議長を引き続き務めてい
ます。
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また、本条約の目標を達成するための我が国の取組の一つとして、環境研究総合推進費による「地球規模
の気候変動リスク管理戦略の構築に関する総合的研究（S-10）」、「SLCPの環境影響評価と削減パスの探索
による気候変動対策の推進（S-12）」及び「気候変動の緩和策と適応策の統合的戦略研究（S-14）」等の研
究を2016年度にも引き続き実施し、科学的知見の収集・解析等を行いました。これらの研究により明らか
となった知見は、IPCC等にインプットされることになります。

第3節　地球温暖化に関する国内対策

COP19等において、全ての国に対し、COP21に十分先立ち（準備できる国は2015年第1四半期まで
に）2020年以降のINDCを示すことが招請されました。我が国としても2020年以降の温室効果ガス削減
目標の検討を加速化するため、2014年10月に、中央環境審議会地球環境部会2020年以降の地球温暖化対
策検討小委員会・産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会約束草案検討ワーキンググループ合
同専門家会合を立ち上げて検討を行い、2015年4月にはINDCの要綱案を同合同専門家会合において示し
ました。同年6月には地球温暖化対策推進本部を開催し、INDCの政府原案を取りまとめ、パブリックコメ
ントを経て、同年7月17日に開催した地球温暖化対策推進本部において、2030年度の我が国の温室効果ガ
ス削減目標を、2013年度比で26.0％削減（2005年度比で25.4％削減）とするとの内容を含む「日本の約
束草案」を決定し、同日付で気候変動枠組条約事務局に提出しました。

COP21におけるパリ協定の採択を踏まえ、同年12月22日に地球温暖化対策推進本部を開催し、「パリ
協定を踏まえた地球温暖化対策の取組方針について」を決定しました。その後、同方針の下、2016年5月
13日に地球温暖化対策計画を閣議決定しました。約束草案やパリ協定等を踏まえて策定された同計画では、
2030年度削減目標の達成に向けて着実に取り組むことに加え、パリ協定を踏まえ、全ての主要国が参加す
る公平かつ実効性ある国際枠組みの下、主要排出国がその能力に応じた排出削減に取り組むよう国際社会を
主導し、地球温暖化対策と経済成長を両立させながら、長期的目標として2050年までに80％の温室効果
ガスの排出削減を目指すこととしています。しかし、このような大幅な排出削減は、従来の取組の延長では
実現が困難であるため、抜本的排出削減を可能とする革新的技術の開発・普及等、イノベーションによる解
決を最大限に追求するとともに、国内投資を促し、国際競争力を高め、国民に広く知恵を求めつつ、長期
的、戦略的な取組の中で大幅な排出削減を目指し、また、世界全体での削減にも貢献していくこととしてい
ます。

また、パリ協定等で2020年までに、今世紀半ばの長期的な温室効果ガスの低排出型の発展のための戦略
を提出することが招請されていること等から、環境省では2016年7月15日に「中央環境審議会地球環境
部会長期低炭素ビジョン小委員会」を設置し、2050年及びそれ以降の低炭素社会に向けた長期的なビジョ
ンについて審議を行い、同小委員会において長期低炭素ビジョンを取りまとめました。また、経済産業省で
は、2016年7月5日に「長期地球温暖化対策プラットフォーム」を設置し、長期の温室効果ガス削減に向
けて、論点を整理し、経済成長と両立する地球温暖化対策の在り方を検討し、2017年4月に長期地球温暖
化対策プラットフォーム報告書として取りまとめる予定です。

1　温室効果ガスの排出削減、吸収、気候変動の影響への適応等に関する対策・施策

（1）エネルギー起源二酸化炭素に関する対策の推進
ア　低炭素型の都市・地域構造や社会経済システムの形成

都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）に基づく低炭素まちづくり計画策定支援を
これまで16都市に行いました。計画に基づく都市機能の集約を図るための拠点となる地域の整備を都市再
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生整備事業で行うことにより、低炭素型都市構造を目指した都市づくりを総合的に推進しました。
低炭素なまちづくりの一層の普及のため、温室効果ガスの大幅な削減など低炭素社会の実現に向け、高い

目標を掲げて先駆け的な取組にチャレンジする23都市を環境モデル都市（表1-3-1）として選定しており、
各自治体の2015年度の取組評価及び2014年度の
温室効果ガス排出量等のフォローアップを行いまし
た。

また、都市の低炭素化をベースに、環境・超高齢
化等を解決する成功事例を都市で創出し、国内外に
展開して経済成長につなげることを目的として、
2011年度に被災地域6都市を含む11都市を環境未
来都市（表1-3-2）として選定しており、それぞれ
が掲げる未来都市計画につき、2015年度の進捗状
況等の評価を行いました。さらに、地域特性・資源
を踏まえた低炭素で災害に強い地域に向けた地域の
防災拠点への自立・分散型エネルギーの導入支援を
行いました。

平成28年度バーチャルパワープラント構築事業
費補助金により、工場や家庭等が有する蓄電池や発
電設備、ディマンドリスポンス等のエネルギーリ
ソースを遠隔・統合制御し、あたかも一つの発電所

（バーチャルパワープラント）のように機能させる
ことで、電力の需給調整に活用する実証事業を行い
ました。また、平成28年度地産地消型再生可能エ
ネルギー面的利用等推進事業費補助金により、工場
の未利用排熱、地下水熱等の再生可能エネルギー熱
といった地域のエネルギーをその地域で活用する、地産地消型のエネルギーシステムの構築支援（事業計画
の策定やシステム構築等の支援）を実施し、再生可能エネルギーの更なる普及やエネルギーの効率的な利用
を推進しました。

交通システムに関しては、公共交通機関の利用促進のための鉄道新線整備の推進、環状道路等幹線道路
ネットワークをつなぐとともに、今ある道路の運用改善や小規模な改良等により、道路ネットワーク全体の
機能を最大限に発揮する「賢く使う」取組等、交通流対策等を行いました。

再生可能エネルギーの導入に関して、2013年10月から国内初の本格的な2MWの浮体式洋上風力発電
の運転を開始し、本格的な運転データ、環境影響・漁業影響の検証、安全性・信頼性に関する情報を収集
し、事業性の検証を行いました。2016年度からは、洋上風力発電の事業化を促進するため、施工の低コス
ト化・低炭素化や効率化等の手法の確立及び効率的かつ正確な海域動物・海底地質等の調査手法の確立に取
り組んでいます。

再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業により、地方公共団体等の積極的な参画・関与を通じて
各種の課題に適切に対応する再生可能エネルギーの導入を行いました。また、公共施設等先進的CO2排出
削減対策モデル事業により、複数の公共施設等が存在する地区内で再エネ設備を導入し、自営線等を整備、
電力を融通する自立・分散型のエネルギーシステムを複数構築し、システム間において自己託送等で電力を
融通することにより、地区を超えた地域全体でCO2排出削減に取り組む事業の構築を支援しました。

表1-3-1　 環境モデル都市一覧
No. 地域名 No. 地域名
1 下川町（北海道） 13 堺市（大阪府）
2 帯広市（北海道） 14 尼崎市（兵庫県）
3 ニセコ町（北海道） 15 神戸市（兵庫県）
4 新潟市（新潟県） 16 生駒市（奈良県）
5 つくば市（茨城県） 17 西粟倉村（岡山県）
6 千代田区（東京都） 18 松山市（愛媛県）
7 横浜市（神奈川県） 19 檮原町（高知県）
8 富山市（富山県） 20 北九州市（福岡県）
9 飯田市（長野県） 21 水俣市（熊本県）
10 御嵩町（岐阜県） 22 小国町（熊本県）
11 豊田市（愛知県） 23 宮古島市（沖縄県）
12 京都市（京都府）

資料：内閣府

表1-3-2　 環境未来都市一覧
No. 地域名 No. 地域名
1 下川町（北海道） 6 新地町（福島県）
2 釜石市（岩手県） 7 南相馬市（福島県）

3 気仙広域【大船渡市/陸前高田市/住田町】

（岩手県）
8 柏市（千葉県）
9 横浜市（神奈川県）

4 東松島市（宮城県） 10 富山市（富山県）
5 岩沼市（宮城県） 11 北九州市（福岡県）

資料：内閣府
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イ　部門別（産業・民生・運輸等）の対策・施策
（ア）産業部門（製造事業者等）の取組

2013年度以降の産業界の地球温暖化対策の中心的な取組である「低炭素社会実行計画」の2015年度実
績について、審議会による厳格な評価・検証を実施しました。具体的には、［1］目標達成の蓋然性を確保
するため、2015年度に実施した取組を中心に各業種の進捗状況を点検し、2020年の目標達成に向けて着
実に対策が実施されていることを確認しました。また、［2］足下の実績や取組だけでなく、業界や部門の
枠組みを超えた主体間連携による削減貢献、優れた技術や素材の普及等を通じた国際貢献、革新的技術の開
発や普及による削減貢献といった各業種の取組についても深掘りし、こうした削減貢献を可能な限り定量化
することにより、貢献の可視化とベストプラクティスの横展開等を行いました。さらには、［3］産業界の
取組が国内だけでなく地球規模の地球温暖化対策に寄与するよう、2015年度に引き続き、各産業の計画や
実績データ等の情報を集約したポータルサイト（日英両語）（http://www.meti.go.jp/policy/energy_
environment/kankyou_keizai/va/）を通じ、国内外への情報発信を強化しました。2017年3月末までに
107業種が2030年を目標年限とする計画を策定しており、自主的取組に参画する業種の、日本のエネル
ギー起源CO2排出量に占める割合は5割となりました。2016年5月に閣議決定された「地球温暖化対策計
画」においても、低炭素社会実行計画を産業界における対策の中心的役割と位置づけており、2030年度削
減目標の達成に向けて引き続き自主的な取組を進めていくこととしています。

産業分野等の事業者に対して、温室効果ガス排出削減に有用なCO2削減ポテンシャル診断の実施、L2-
Tech（先導的低炭素技術）情報の収集とリスト化、既存ストックからCO2削減効果の高い設備へ更新する
ための補助等の取組を行いました。

中小企業におけるCO2排出削減対策の強化のため、低炭素機器導入における資金面の公的支援の一層の
充実や、中小企業等の省エネ設備の導入や森林管理等による温室効果ガスの排出削減・吸収量をクレジット
として認証し、低炭素社会実行計画の目標達成等のために活用するJ-クレジット制度の運営、さらにCO2

排出低減が図られている建設機械の普及を図るため、世界で初めて策定した建設機械の燃費基準値を基に、
この燃費基準値を達成した建設機械33型式を燃費基準達成型建設機械として認定しました。

農林水産分野においては、2007年6月に策定した農林水産省地球温暖化対策総合戦略に基づき実施して
きたバイオマスの利活用の推進や施設園芸等における地球温暖化防止策、暑さに強い品種の開発や栽培体系
の見直し等の地球温暖化適応策、我が国の技術を活用した国際協力を引き続き推進します。さらに、2008
年7月に改定した同戦略に基づき農山漁村地域に賦存する様々な資源やエネルギーの有効活用による低炭素
社会実現に向けた農林水産分野の貢献等を実施しました。

（イ）業務その他部門の取組
エネルギー消費量が増加傾向にある住宅・ビルにおける省エネ対策を推進するため、エネルギーの使用の

合理化に関する法律（昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。）を改正（2013年5月公布）し、
建築材料等に新たにトップランナー制度を導入し、2013年12月に断熱材、2014年11月に窓（サッシ、
複層ガラス）の基準が示されました。2015年7月には、大規模非住宅建築物のエネルギー消費性能基準へ
の適合義務や表示制度等を措置した、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第
53号。以下「建築物省エネ法」という。）が公布されました。また、建築物等に関する総合的な環境性能評
価手法（CASBEE）、省エネルギー性能に特化した指標である建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）
の充実・普及を行いました。さらに、省CO2の実現性に優れたリーディングプロジェクト等に対する支援
のほか、環境不動産の形成を促進するための官民ファンドの設置等を行いました。トップランナー制度につ
いては、更に個別機器の効率向上を図るため、基準の見直しについて検討を行い、2016年3月には電気冷
蔵庫及び電気冷凍庫の新たな基準等を策定しました。また、既存の事業場について、ストック全体の低炭素
化のため、温室効果ガス排出削減に有用なCO2削減ポテンシャル診断の実施、L2-Tech情報の収集とリス
ト化、既存ストックからCO2削減効果の高い設備へ更新するための補助等の取組を行いました。
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政府実行計画に基づく取組に当たっては、2007年11月に施行された国等における温室効果ガス等の排
出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（平成19年法律第56号）に基づき、温室効果ガス等の排出の
削減に配慮した契約を実施しました。

（ウ）家庭部門の取組
消費者等が省エネルギー性能の優れた住宅を選択することを可能とするため、CASBEEや住宅性能表示

制度の充実・普及を実施しました。省エネ性能と住み心地を兼ね備えた住宅（ネット・ゼロ・エネルギー・
ハウス）の普及や、低炭素型の賃貸住宅の新築、改修を支援しました。また、都市の低炭素化の促進に関す
る法律に基づく、低炭素建築物の認定基準の普及・促進を図りました。加えて、2011年度より、各家庭の
CO2排出実態やライフスタイルに合わせた、きめ細やかなアドバイスを行う家庭エコ診断制度の創設に向
けた基盤整備を行い、2014年度の制度の運営開始以降、2016年度までに約8万件の診断を行いました。
2015年7月には、住宅の表示制度等を措置した建築物省エネ法が公布されました。

こうした取組と連携しながら、国民一人一人に地球温暖化の深刻な状況を伝えて危機意識を持ってもらう
とともに、低炭素型の製品・サービス・ライフスタイルの具体的なアクションの選択肢とメリットを示して
いくために、COOL CHOICE（賢い選択）をスローガンとした国民運動に取り組みました。

（エ）運輸部門の取組
自動車単体対策として、自動車燃費の改善、車両・インフラに係る補助制度・税制支援等を通じたクリー

ンエネルギー自動車の普及促進等を行いました。また、環状道路等幹線道路ネットワークをつなぐととも
に、今ある道路の運用改善や小規模な改良等により、道路ネットワーク全体の機能を最大限に発揮する「賢
く使う」取組等の交通流対策やLED道路照明灯の整備を行いました。また、改正された流通業務の総合化
及び効率化に関する法律（物流総合効率化法（平成17年法律第85号））に基づく総合効率化計画の認定等
を活用し、環境負荷の小さい効率的な物流体系の構築を促進しました。また、共同輸配送、モーダルシフ
ト、大型CNGトラック導入、物流拠点の低炭素化、都市鉄道等の旅客鉄道を利用した新たな物流システム
の構築の取組について支援を行いました。また、港湾の最適な選択による貨物の陸上輸送距離の削減、港湾
における総合的な低炭素化等を推進するとともに、グリーン物流パートナーシップ会議を通じて、荷主・物
流事業者の連携による優良事業の表彰や普及啓発を行いました。

海運分野については、国際的枠組みづくりと技術研究開発・新技術の普及促進を一体的に推進するため、
国際海事機関（IMO）において船舶の燃費規制（2011年7月採択、2013年1月発効）の段階的強化及び
燃料消費実績報告制度（2016年10月採択）等の議論を主導するとともに、船舶の省エネ技術の開発支援
や省エネ船等の普及促進に取り組みました。

また、航空分野については、国際民間航空機関（ICAO）において国際航空分野の温室効果ガス排出削減
に向けた国際的枠組みづくりの議論を主導するとともに、飛行経路の短縮を可能とする広域航法（RNAV）
の導入等の航空交通システムの高度化や環境に優しい空港（エコエアポート）等を推進しました。

（オ）エネルギー転換部門の取組
太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマス等の再生可能エネルギーは、地球温暖化対策に大きく貢

献するとともに、エネルギー源の多様化に資するため、国の支援策によりその導入を促進しました。また、
ガスコージェネレーションやヒートポンプ、燃料電池等、エネルギー効率を高める設備等の普及も推進して
きました。さらに、二酸化炭素回収・貯留（CCS）の導入に向け、技術開発や貯留適地調査等を実施しま
した。

また、電気事業分野における地球温暖化対策については、2016年2月に環境大臣・経済産業大臣が合意
し、電力業界の自主的枠組みの実効性･透明性の向上等を促すとともに、エネルギーの使用の合理化に関す
る法律（昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。）やエネルギー供給事業者による非化石エネル
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ギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律（エネルギー供給構造高度化法）（平
成21年法律第72号）に基づく基準の設定・運用の強化等により、電力業界全体の取組の実効性を確保して
いくこととしています。また、これらの取組が継続的に実効を上げているか、毎年度、その進捗状況を評価
し、省エネ法等に基づき必要に応じて指導を行うこととしています。これを受けて、2016年11月、政府
としては、産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会資源・エネルギーワーキンググループを開
催し、電力業界の自主的枠組みの評価・検証を行いました。また、環境省は、2017年3月、電気事業分野
における地球温暖化対策の進捗状況の2016年度の評価結果を公表しました。

（2）非エネルギー起源二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素に関する対策の推進
廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用の推進により化石燃料由来廃棄物の焼却量の削減を推進するととも

に、有機性廃棄物の直接最終処分量の削減や、全連続炉の導入等による一般廃棄物焼却施設における燃焼の
高度化等を推進しました。

また、下水汚泥の焼却に伴う一酸化二窒素の排出量を削減するため、下水汚泥の燃焼の高度化や、一酸化
二窒素の排出の少ない焼却炉及び下水汚泥固形燃料化施設の普及を推進しました。

（3）代替フロン等4ガスに関する対策の推進
代替フロン等4ガス（HFC、PFC、SF6、NF3）は、オゾン層は破壊しないものの強力な温室効果ガスで

あるため、京都議定書の対象（NF3については2013年からの第二約束期間にて追加）とされています。そ
の排出量の削減に向け、業務用冷凍空調機器からの冷媒フロン類の回収を徹底するため、フロン類の使用の
合理化及び管理の適正化に関する法律（平成13年法律第64号。以下「フロン排出抑制法」という。）に基
づき、フロン類の回収及び再生・破壊を進めました。また、特定家庭用機器再商品化法（平成10年法律第
97号。以下「家電リサイクル法」という。）、使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成14年法律第
87号。以下「自動車リサイクル法」という。）に基づき、家庭用の電気冷蔵庫・冷凍庫、電気洗濯機・衣類
乾燥機、ルームエアコン及びカーエアコンからのフロン類の適切な回収を進めました。

産業界の取組に関しては、自主行動計画の進捗状況の評価・検証を行うとともに、行動計画の透明性・信
頼性及び目標達成の確実性の向上を図りました。

また、低温室効果冷媒、低温室効果冷媒を用いた省エネエアコン等の技術開発、冷媒にフロン類を用いな
い省エネ型自然冷媒冷凍等装置の導入を促進するための補助事業等を実施しました。代替フロン等4ガスの
中でも、HFCについては、冷凍空調機器の冷媒用途を中心に、CFC、HCFCからHFCへの転換が進行し
ていることから、排出量が増加傾向にあります。また、冷凍空調機器の廃棄時のみではなく、使用中におい
ても経年劣化等により冷媒フロン類が機器から漏えいするため、今後は代替フロン等4ガスの排出量が、冷
媒HFCを中心に急増すると見込まれています（図1-3-1）。

図1-3-1　 代替フロン等4ガス（京都議定書対象）の排出量推移

資料：（実績）温室効果ガス排出量インベントリ報告書、（推計値）経済産業省推計
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このため、2013年3月の中央環境審議会・産業構造審議会の合同会議報告「今後のフロン類等対策の方
向性について」において、フロン類の製造から製品への使用、回収、再生・破壊に至るライフサイクル全体
にわたる排出抑制に取り組むことが必要とされたことを踏まえ、従前の特定製品に係るフロン類の回収及び
破壊の実施の確保等に関する法律（平成13年法律第64号。以下「フロン回収・破壊法」という。）を同年
6月に改正し、法律名称をフロン排出抑制法と改め、2015年4月1日に施行されました。

同改正では、新たにフロン類製造・輸入業者に対するフロン類の転換・再生利用等、フロン類使用製品
（冷凍空調機器等）の製造・輸入業者に対するノンフロン又は低GWP（温室効果）の製品への転換を求め
るとともに、業務用の冷凍空調機器ユーザーに対しては、定期点検等によるフロン類の漏えい防止等を求め
ています。また、冷媒の充塡

てん
について、登録された業者による適正な実施を求めるとともに、フロン類の再

生業を導入しています（図1-3-2）。

図1-3-2　 フロン排出抑制法の概要
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2016年度は、2015年4月の施行を受け、昨年度に引き続き全国で説明会を実施し、2016年度から始
まったフロン類算定漏えい量報告・公表制度等の周知及び結果の公表を行いました。

（4）温室効果ガス吸収源対策の推進
森林吸収量（1990年以降に森林経営活動等が行われた森林の吸収量）については、2015年12月に気候

変動枠組条約に基づき提出された我が国の報告書において、京都議定書第二約束期間の土地利用、土地利用
変化及び林業部門（LULUCF）のルールに則して、対象となるLULUCF活動実施による吸収量を活用す
ることとしています。具体的には、2020年度において、森林経営による吸収量は、約3,800万トンCO2以
上（一定の前提を置いて試算）、植生回復による吸収量は約120万トンCO2の確保が目標とされています。
また、農地土壌吸収源による純吸収量は約770万トンCO2が見込まれています。

この目標を達成するため、森林・林業基本計画や2013年5月に改正した、森林の間伐等の実施の促進に
関する特別措置法（平成20年法律第32号）等に基づき、間伐等の森林の適正な整備や保安林等の適切な管
理・保全、成長に優れた種苗の確保に向けた生産体制の構築、国民参加の森林づくり、木材及び木質バイオ
マスの利用拡大、「木づかい運動」等の森林吸収源対策を推進しました。

また、森林吸収源対策を含めた諸施策の着実な推進に資するよう、国全体としての財源確保を引き続き検
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討しました。
そのほか、都市における吸収源対策として、都市公園整備や道路緑化等による新たな緑地空間を創出し、

都市緑化等を推進しました。
さらに、農地土壌の吸収源対策として、炭素貯留量の増加につながる土壌管理等の営農活動の普及に向

け、炭素貯留効果等の基礎調査、地球温暖化防止等に効果の高い営農活動に対する支援を行いました。

（5）気候変動の影響への適応策の推進
気候変動の影響に対処するため、温室効果ガスの排出の抑制等を行う「緩和」だけではなく、既に現れて

いる影響や中長期的に避けられない影響に対して「適応」を進めることが求められています。
気候変動の影響に対処し、被害を回避・軽減するため、2015年11月に「気候変動の影響への適応計画」

が閣議決定されました。この適応計画に基づき、地方公共団体や事業者の取組をサポートする情報基盤とし
て、2016年8月に「気候変動適応情報プラットフォーム」（事務局：国立研究開発法人国立環境研究所）を
設置しました。同プラットフォームでは、関係府省庁と連携して、適応に関する最新の情報を提供していま
す。

また、気候変動の影響への適応に関し、関係府省庁が緊密な連携の下、必要な施策を総合的かつ計画的に
推進するため、気候変動の影響への適応に関する関係府省庁連絡会議を開催し、適応計画の試行的フォロー
アップを連絡会議で行うことを決定しました。さらに、適応計画で示された、継続的な科学的知見の集積、
気候変動の影響評価の定期的な実施、地方公共団体等の支援等の具体的な進め方について、中央環境審議会
地球環境部会気候変動影響評価等小委員会を開催し、2017年3月に「気候変動適応策を推進するための科
学的知見と気候リスク情報に関する取組の方針（中間取りまとめ）」を公表しました。

2　横断的施策

（1）地方公共団体における対策の促進
地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号。以下「地球温暖化対策推進法」という。）

に基づき、都道府県及び市町村は、地球温暖化対策計画を勘案し、その区域の自然的社会的条件に応じて、
温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものと
され、特に施行時特例市以上の地方公共団体には、地域における再生可能エネルギーの導入拡大、省エネル
ギーの推進等盛り込んだ地方公共団体実行計画（区域施策編）の策定が義務付けられています。

このため、地方公共団体実行計画策定マニュアルの改定や地方公共団体職員向けの説明会等を実施するな
どして、より多くの地方公共団体が実効的な計画を策定・実施するよう取り組んでおり、2016年10月時
点で、施行時特例市以上では99.3％、施行時特例市未満では21.3％の地方公共団体が計画を策定しました。

また、全ての都道府県及び市町村は、自らの事務・事業に伴い発生する温室効果ガスの排出削減等に関す
る地方公共団体実行計画（事務事業編）の策定が義務付けられており、2016年10月時点で82.5％の都道
府県・市町村が計画を策定しました。

これらの地域の計画推進を後押しするため、「地方公共団体実行計画策定支援サイト」（http://www.env.
go.jp/policy/local_keikaku/）や地方公共団体職員向けの掲示板、地方公共団体メーリングリスト等を活
用した情報発信を行いました。

加えて、2014年度からは、地方公共団体実行計画（区域施策編）に位置付けられた施策の実現に必要な
省エネルギー・再生可能エネルギー設備導入等を補助する「グリーンプラン・パートナーシップ事業」を、
2016年度からは、地球温暖化対策計画に掲げる温室効果ガス削減目標の達成に資する再生可能エネルギー
設備導入等を補助する「再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業」と省エネルギー設備導入等を補
助する「地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業」を実施しました。
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（2）温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度
地球温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、温室効果ガスを一定量

以上排出する事業者に、毎年度、排出量を国に報告することを義務付け、国が報告されたデータを集計・公
表しています。

全国の1万2,466事業者（1万4,971事業所）及び1,358の輸送事業者から報告された2013年度の排出
量を集計し、2016年6月に結果を公表しました。今回報告された排出量の合計は7億1,667万トンCO2で、
我が国の2013年度排出量の約5割に相当します。

（3）排出抑制等指針
地球温暖化対策推進法により、事業者が事業活動において使用する設備について、温室効果ガスの排出の

抑制等に資するものを選択するとともに、できる限り温室効果ガスの排出量を少なくする方法で使用するよ
う努めること、また、国民が日常生活において利用する製品・サービスの製造等を事業者が行うに当たっ
て、その利用に伴う温室効果ガスの排出量がより少ないものの製造等を行うとともに、その利用に伴う温室
効果ガスの排出に関する情報の提供を行うよう努めることとされています。こうした努力義務を果たすため
に必要な措置を示した、排出抑制等指針を策定・公表することとされており、これまでに産業部門（製造
業）、業務部門、上水道・工業用水道部門、下水道部門、廃棄物処理部門、日常生活部門において策定しま
した。

（4）国民運動の展開
2015年度から実施している国民運動「COOL CHOICE」では、賛同企業・団体等の協力を得て、全国

津々浦々に低炭素型の「製品」、「サービス」、「ライフスタイル」等、温暖化対策に資する「賢い選択」を促
しました。

2016年5月には「COOL CHOICE」をより効果的に展開するため、環境大臣がチーム長となり、経済
界、地方公共団体、消費者団体、メディア、NPO、関係省庁等をメンバーとした「COOL CHOICE推進
チーム」を設置し、翌月、第1回目の会合を開催し様々なアイディアやご助言をいただきました。また、
チームの下に作業グループ（「省エネ家電」、「省エネ住宅」、「エコカー」、「低炭素物流」、「ライフスタイル」）
を設置し、各分野ごとの普及啓発の推進について、検討を行いました。

夏期には、冷房時の室温を28℃にして快適に過ごすライフスタイル「クールビズ」を推奨しました。ま
た、クールビズの一環として、一人一台のエアコン使用をやめ、涼しい場所をみんなで共有する「クール
シェア」も呼び掛けました。

冬期には、暖房時の室温を20℃にして快適に過ごすライフスタイル「ウォームビズ」を推奨しました。
また、家族やご近所同士が一つの部屋や場所に集まったり、気軽に立ち寄りみんなであたたかく過ごせる公
共施設等を利用することで、暖房使用によるエネルギー消費を削減する「ウォームシェア」も呼び掛けまし
た。

さらに、通年の取組として、よりCO2排出量の少ない「移動」にチャレンジする「smart move（スマー
トムーブ）」を推進し、「エコ」だけでなく、便利で快適なライフスタイルを呼び掛けました。

加えて、 CO2削減につながる環境負荷の軽減に配慮した自動車利用への取組として「エコドライブ」も推
進しました。自動車業界団体と連携し、自動車販売店向けのエコドライブ教習会の実施や、自動車販売店が
企業にエコドライブを推進するモデル事業を実施するなど、環境にもやさしく、安全運転にもつながるエコ
ドライブへの取組を呼び掛けました。

これらの取組のほか、2016年6月21日から7月7日までの間に「ライトダウンキャンペーン」として、
全国のライトアップ施設や家庭等の照明を消し、地球のことや未来のことを考えるよう呼び掛けました。特
に夏至、七夕（クールアース・デー）を特別実施日とし、多くのライトアップ施設がライトダウンを行いま
した。
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（5）「見える化」等の推進
温室効果ガス排出量の「見える化」とは、商品やサービスの製造等に伴う温室効果ガスの排出量を定量的

に可視化することなどを言います。政府では、民間事業として実施されている「カーボンフットプリントコ
ミュニケーションプログラム」と連携し、「カーボンフットプリントを活用したカーボン・オフセット制度」
の運用を通じて温室効果ガス排出量の見える化を促進しています。なお、2016年末時点でカーボンフット
プリントコミュニケーションプログラムの商品種別算定基準（PCR）の数は108、認定商品数は1,319と
なっています。また、事業者において、原料調達・物流・製造・使用・廃棄等サプライチェーン全体の温室
効果ガス排出量の「見える化」を促進するため、事業者向けセミナーの開催等を行いました。さらに、前述
した家庭エコ診断等において、家庭におけるCO2排出量の「見える化」を推進しています。

（6）公的機関の率先的取組
政府における取組として、地球温暖化対策推進法及び京都議定書目標達成計画に基づき、自らの事務及び

事業から排出される温室効果ガスの削減を定めた「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑
制等のため実行すべき措置について定める計画（政府実行計画）」において、2007年度から2012年度まで
の期間を対象とし、2010年度～2012年度の平均温室効果ガス排出量を、2001年度比で8％削減すること
を目標としていました。

計画期間の終了時期である2012年度が既に経過していますが、「当面の地球温暖化対策に関する方針
（2013年3月地球温暖化対策推進本部決定）」において「政府は、新たな地球温暖化対策計画に即した新た
な政府実行計画の策定に至るまでの間においても、現行の政府実行計画に掲げられたものと同等以上の取組
を推進する」とされているため、関係府省庁は引き続き温室効果ガスの削減に取り組み、2014年度は基準
年度としていた2001年度に比べ18.1％の削減を達成しています。また、2016年5月に新たな政府実行計
画が閣議決定されました。この計画では、2013年度を基準として、政府全体の温室効果ガス排出量を
2030年度までに40％、中間目標として2020年度までに10％削減するという目標を設定し、LED照明の
率先導入等の措置を講ずることとしています。

そのほか、地球温暖化対策推進法に基づき、引き続き都道府県や指定都市等において、地域における普及
啓発活動や調査分析の拠点としての地域地球温暖化防止活動推進センター（地域センター）の指定や、地域
における普及啓発活動を促進するための地球温暖化防止活動推進員を委嘱し、さらに関係行政機関、関係地
方公共団体、地域センター、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民等により地球温暖化対策地域協議会
を組織することができることとし、これらを通じパートナーシップによる地域ごとの実効的な取組の推進等
が図られるよう継続して措置しました。

（7）税制のグリーン化
環境関連税制等のグリーン化については、低炭素化の促進を始めとする地球温暖化対策のための重要な施

策です。
我が国では、税制による地球温暖化対策を強化するとともに、エネルギー起源CO2排出抑制のための諸

施策を実施していく観点から、2012年10月に「地球温暖化対策のための税」が導入されました。具体的
には、我が国の温室効果ガス排出量の約9割を占めるエネルギー起源二酸化炭素の排出削減を図るため、全
化石燃料に対してCO2排出量に応じた税率（289円／トンCO2）を石油石炭税に上乗せするものです。急
激な負担増を避けるため、税率は3年半かけて段階的に引き上げることとされ、2016年4月に最終段階へ
の引き上げが完了しました。この課税による税収は、エネルギー起源CO2の排出削減を図るため、省エネ
ルギー対策・再生可能エネルギーの導入に充当されています。

車体課税については、自動車重量税及び自動車取得税におけるエコカー減税や、自動車税及び軽自動車税
におけるグリーン化特例（軽課）といった環境性能に優れた車に対する軽減措置が設けられています。これ
らの対象範囲について、車体課税のグリーン化にも資する見直し等を実施することとされました。
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税制のグリーン化の詳細については、第6章第2節を参照。

（8）国内排出量取引制度
国内排出量取引制度については、2005年度から2013年度まで、確実かつ費用効率的な削減と取引等に

係る知見・経験を蓄積するため、自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）を実施し、2008年度から
2013年度まで「排出量取引の国内統合市場の試行的実施」における試行排出量取引スキームを実施しまし
た。

2010年12月には、地球温暖化問題に関する閣僚委員会において、国内排出量取引制度を含む地球温暖
化対策の主要3施策についての政府方針を取りまとめ、国内排出量取引制度について、地球温暖化対策の柱
としつつ、我が国の産業に対する負担やこれに伴う雇用への影響、海外における排出量取引制度の動向とそ
の効果、国内において先行する主な地球温暖化対策（産業界の自主的な取組等）の運用評価、主要国が参加
する公平かつ実効性のある国際的な枠組みの成否等を見極め、慎重に検討を行うこととしました。

その後、2016年5月に策定された地球温暖化対策計画では、国内排出量取引制度について、「我が国産業
に対する負担やこれに伴う雇用への影響、海外における排出量取引制度の動向とその効果、国内において先
行する主な地球温暖化対策（産業界の自主的な取組等）の運用評価等を見極め、慎重に検討を行う」とされ
ており、これを踏まえて、海外における制度の動向やその効果等について調査し、検討を行いました。

（9）J-クレジット、カーボン・オフセット、カーボン・ニュートラル
国内の多様な主体による省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用等による排出削減対策及び適切な

森林管理による吸収源対策を引き続き積極的に推進していくため、低炭素社会実行計画の目標達成やカーボ
ン・オフセット等に活用できるクレジットを認証するJ-クレジット制度を着実に実施しました。また、J-ク
レジットの対象となるプロジェクトの拡充や認証プロセスの効率化により、制度の円滑な運営を図るととも
に、認証に係る事業者等への支援やクレジットの売り手と買い手のマッチング機会を提供するなど制度活用
を促進するための取組を強化しました。
「カーボン・オフセット（以下「オフセット」という。）」とは、市民、企業等が、自らの温室効果ガスの

排出量を他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量（クレジット）の購入や、他の場所で排出削
減・吸収を実現するプロジェクトや活動の実施等により、排出量の全部又は一部を埋め合わせる仕組みで
す。また、「カーボン・ニュートラル」は、オフセットの深化版として、より広い範囲の排出量を対象とし、
排出量の全部を埋め合わせる仕組みです。適切なオフセットの普及促進のため、「我が国におけるカーボ
ン・オフセットのあり方について（指針）」（2014年3月）に基づき、以下を含む様々な取組を行っていま
す。

・2012年5月から「カーボン・オフセット制度」を実施しています。2016年12月末現在までに245件
がオフセット認証を、24件がニュートラル認証を受けています。

・2012年11月から、算定されたCFP等の値を活用してオフセットを行い、専用のマーク（どんぐりマー
ク）を添付する「カーボンフットプリントを活用したカーボン・オフセット制度」を開始し、2016年
12月末までに125事業者344製品・サービスの参加を得ました。

・2015年度から、消費者がクレジットを活用した商品・サービスを購入することで間接的に地球温暖化
対策の推進に貢献する取組を促進するとともに、クレジットを創出する地域社会への資金還流を推進す
るため、当該商品・サービスの開発を支援する「環境貢献型の商品開発・販売促進支援事業」を実施し
ました。2016年3月までに636件の商品・サービスの開発を行いました。

・2016年3月末時点で、J-クレジット制度の対象となる方法論は61種類あり、これまで16回の認証委
員会を開催し、太陽光発電設備の導入や森林の整備に関するプロジェクトを中心に184件のプロジェ
クトを承認しました。J-クレジット制度の活用により、中小企業や農林業等の地域におけるプロジェク
トにオフセットの資金が還流するため、地球温暖化対策と地域振興が一体的に図られました。
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（10）金融のグリーン化
温室効果ガスの大幅削減を実現し、低炭素社会を創出していくには、必要な温室効果ガス削減対策に的確

に民間資金が供給されることが必要です。このため、金融を通じて環境への配慮に適切なインセンティブを
与え、資金の流れをグリーン経済の形成に寄与するものにしていくための取組（金融のグリーン化）を進め
ることが重要です。

金融のグリーン化の詳細については、第6章第2節を参照。

3　基盤的施策

（1）排出量・吸収量算定方法の改善等
気候変動枠組条約に基づき、温室効果ガス排出・吸収目録（以下「インベントリ」という。）の報告書を

作成し、排出量・吸収量の算定に関するデータとともに条約事務局に提出しました。また、これらの内容に
関して、条約事務局による審査の結果等を踏まえ、インベントリの算定方法の改善等について検討しまし
た。

（2）地球温暖化対策技術開発・実証研究の推進
地球温暖化の防止や地球温暖化への適応に資する技術の高度化、有効活用を図るため、再生可能エネル

ギーの利用、エネルギー使用の合理化、エネルギー消費の大幅削減、燃料電池や水素エネルギー、蓄電池、
そしてCCS等に関連する技術の開発・実証、普及を促進しました。

農林水産分野においては、農林水産省地球温暖化対策総合戦略及び農林水産省気候変動適応計画に基づ
き、地球温暖化対策に係る研究及び技術開発を推進しました。

温室効果ガスの排出削減・吸収機能向上技術の開発として、温室効果ガスの発生・吸収メカニズムの解明
を進め、温室効果ガスの排出削減技術、農地土壌等の吸収機能向上技術の開発を推進しました。また、低投
入・循環型農業の実現に向けた生産技術体系の開発として、有機資源の循環利用や、農産廃棄物の利活用、
微生物を利用した化学肥料・農薬の削減技術、養分利用効率の高い施肥体系、土壌に蓄積された養分を有効
活用する管理体系等の確立を推進しました。

農林水産分野における温暖化適応技術については、精度の高い収量・品質予測モデル等を開発し、気候変
動の農林水産物への影響評価を行うとともに、温暖化の進行に適応した栽培・飼養管理技術や土着天敵を活
用した害虫防除システムの開発を推進します。また、ゲノム情報を最大限に活用して、高温や乾燥等に適応
する品種・育種素材の開発を推進しました。

（3）観測・調査研究の推進
地球温暖化に関する科学的知見を充実させ、一層適切な行政施策を講じるため、引き続き、環境研究総合

推進費等を活用し、現象解明、影響評価、将来予測及び対策に関する調査研究等の推進を図りました。
また、地球温暖化対策に必要な観測を、統合的・効率的なものとするため、「地球観測連携拠点（地球温

暖化分野）」の活動を引き続き推進しました。加えて、2009年1月に打ち上げられた温室効果ガス観測技術
衛星「いぶき」（GOSAT）（第6章第3節2（1）を参照）は、設計寿命を超えた後も運用データを発信し続
けており、その観測データの検証、解析を進め、全球の温室効果ガス濃度分布、吸収・排出量の推定結果、
濃度の三次元分布推定データの一般提供を行いました。「いぶき」の観測データの解析により、地球大気全
体の平均二酸化炭素濃度の算出を行い、2015年12月に全大気平均二酸化炭素濃度が初めて400 ppmを超
えたことを明らかにしました。また、日本における人為起源CO2 濃度について、「いぶき」の観測データか
らの推計結果と統計データ等から算出した排出量データからの推定結果を比較したところ、両者が概ね一致
することを初めて確認できました。これによりパリ協定に基づき世界各国が報告するCO2 排出量の監視・
検証を衛星観測により実現できる可能性が示されました。さらに、2018年度打ち上げを目指し、観測精度
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と密度を飛躍的に向上させた後継機の開発を2012年度から実施しています。

4　フロン等対策

（1）国際的な枠組みの下での取組
オゾン層の保護のためのウィーン条約及びモントリオール議定書を的確かつ円滑に実施するため、オゾン

層保護法を制定・運用しています。また、同議定書締約国会合における決定に基づき、「国家ハロンマネジ
メント戦略」等を策定し、これに基づく取組を行っています。

さらに、開発途上国によるモントリオール議定書の円滑な実施等を支援するため、議定書の下に設けられ
た多数国間基金等を使用した二国間協力事業、開発途上国のフロン等対策に関する研修等を実施しました。

また、国際会議等において、ノンフロン技術やフロン回収・破壊法の改正等、日本の技術・制度・取組を
紹介しました。

（2）オゾン層破壊物質の排出の抑制
我が国では、オゾン層保護法等に基づき、モントリオール議定書に定められた規制対象物質の製造規制等

の実施により、同議定書の規制スケジュール（図1-3-3）に基づき生産量及び消費量（＝生産量＋輸入量－
輸出量）の段階的削減を行っています。HCFCについては2020年をもって生産・消費が全廃されることと
なっています。

オゾン層保護法では、特定物質を使用する事業者に対し、特定物質の排出の抑制及び使用の合理化に努力
することを求めており、特定物質の排出抑制・使用合理化指針において具体的措置を示しています。ハロン
については、国家ハロンマネジメント戦略に基づき、ハロンの回収・再利用、不要・余剰となったハロンの
破壊処理等の適正な管理を進めています。
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図1-3-3　 モントリオール議定書に基づく規制スケジュール
先進国に対する規制 開発途上国に対する規制
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注１：各物質のグループごとに、生産量及び消費量（＝生産量＋輸入量－輸出量）の削減が義務付けれている。基準量はモントリオール議定書に基づく
　２：HCFCの生産量についても、消費量とほぼ同様の規制スケジュールが設けられている（先進国において、2004年から規制が開始され、2009年まで基準量比

100％とされている点のみ異なっている）。また、先進国においては、2020年以降は既設の冷凍空調機器の整備用のみ基準量比0.5％の生産・消費が、途上国に
おいては、2030年以降は既設の冷凍空調器の整備用のみ2040年までの平均で基準量比2.5％の生産・消費が認められている

　３：このほか、「その他のCFC」、四塩化炭素、1,1,1－トリクロロエタン、HBFC、ブロモクロロメタンについても規制スケジュールが定められている
　４：生産等が全廃になった物質であっても、開発途上国の基礎的な需要を満たすための生産及び試験研究・分析等の必要不可欠な用途についての生産等は規則対象外

となっている
資料：環境省

※途上国であって、第2グループに属さない国

※インド、パキスタン、イラン、イラク、湾岸諸国

※ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、タジキスタン、ウズベキスタンは規制措置に差異を設ける

（3）フロン類の管理の適正化
我が国では、主要なオゾン層破壊物質の生産は、大幅に削減されていますが、過去に生産され、冷蔵庫、

カーエアコン等の機器の中に充塡
てん

されたCFC、HCFCが相当量残されており、オゾン層保護を推進するた
めには、こうしたCFC等の回収・破壊を促進することが大きな課題となっています。また、CFC等は強力
な温室効果ガスであり、その代替物質であるHFCは京都議定書の削減対象物質となっていることから、
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HFCを含めたフロン類の排出抑制対策は、地球温暖化対策の観点からも重要です。
このため、家庭用の電気冷蔵庫・冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機及びルームエアコンについては家電リ

サイクル法に、業務用冷凍空調機器についてはフロン排出抑制法に、カーエアコンについては自動車リサイ
クル法に基づき、これらの機器の廃棄時に機器中に冷媒等として残存しているフロン類（CFC、HCFC、
HFC）の回収が義務付けられています。回収されたフロン類は、破壊業者等により適正処理されることと
なっています。2015年度の各機器からのフロン類の回収量は表1-3-3、図1-3-4のとおりです。

表1-3-3　 家電リサイクル法対象製品からのフロン類の回収
量・破壊量（2015年度）

○廃家電4品目の再商品化実施状況

エアコン 冷蔵庫・
冷凍庫

洗濯機・
衣類乾燥機

再商品化等処理台数 【万台】 233.3 279.9 310.9

○冷媒として使用されていたフロン類の回収重量、破壊重量

エアコン 冷蔵庫・
冷凍庫

洗濯機・
衣類乾燥機

冷媒として使用されていた
フロン類の回収重量 【kg】 150万4,769 21万76 1万4,654

冷媒として使用されていた
フロン類の破壊重量 【kg】 38万7,728 10万3,021 1万1,182

○断熱材に含まれる液化回収したフロン類の回収重量、破壊重量
冷蔵庫・
冷凍庫

断熱材に含まれる液化回収
したフロン類の回収重量 【kg】 33万3,840

断熱材に含まれる液化回収
したフロン類の破壊重量 【kg】 32万5,779

注：値は全て小数点以下を切捨て
資料：環境省、経済産業省

図1-3-4　 業務用冷凍空調機器・カーエアコンからのフロン
類の回収・破壊量等（2015年度）
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合計：4,841（153.8万台）

合計：3,834

合計：720（274.1万台）

60 1,177

9

再利用合計：1,674トン

再利用合計：10トン

436
回収した量

破壊した量

注１：小数点未満を四捨五入のため、数値の和は必ずしも合計に一致しない
　２：HCFCはカーエアコンの冷媒として用いられていない
　３：破壊した量は、業務用冷凍空調機器及びカーエアコンから回収された

フロン類の合計の破壊量である
資料：経済産業省、環境省

1
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また、フロン排出抑制法には、冷媒フロン類に関して、業務用冷凍空調機器の使用時漏えい対策、機器の
廃棄時にフロン類の回収行程を書面により管理する制度、都道府県知事に対する廃棄者等への指導等の権限
の付与、機器整備時の回収義務等が規定されています。これらに基づき、都道府県の法施行強化、関係省
庁・関係業界団体による周知等、フロン類の管理の適正化について、一層の徹底を図っています。


